
3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

ここでは、固定局の場合の再免許申請の入力手順について説明します。 

まず、再免許申請に必要な無線局再免許申請書、無線局事項書及び工事設計書の入力
の順番と階層構造を以下に記します。 
※再免許申請では、工事設計書の提出は省略可能ですが、再免許申請のタイミングで申請書データを
作成される方のために、工事設計書の入力手順についても説明します。 

1.申請事項 

2.申請者情報 

3.代理人情報 

4.申請詳細 

事項書／工事設
計書情報 

5.申請手数料 

6.電波利用料の 

前納の申出事項
その1 

7.電波利用料の 

前納の申出事項
その2 

a.識別信号 

1.申請理由等 

2.申請者等 

3.目的等 

4.通信の相手方 

5.識別信号 

6.周波数等 a.周波数情報 ⅰ.電波の型式 

ⅱ.周波数詳細 7.設置場所等 a.設置場所情報 

8.備考 

9.添付書類 

工事設計書 

10.伝搬障害防止
区域の指定 

1.無線設備 

2.附属装置 

3.その他の 

工事設計書 

4.添付書類 

a.装置の区別 

b.送信機 

c.受信機 

d.空中線系 

ⅰ.通信方式コード 

ⅰ.送信機情報 

ⅱ.製造番号等 

ⅰ.空中線型式情報 

ⅱ.給電線等情報 

ⅲ.発射する周波数等
及び受信する周波数 

ⅳ.無給電中継装置等 

ⅴ.空中線系に関する
その他の事項 

A.無線局再免許申請書部分 

B.無線局事項書部分 

C.工事設計書部分 
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3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

① 申請・届出新規作成画面 

申請アプリケーションを実行すると、下記画面が表示されます。 

新規に申請書を作成する場合は、「新規作成」ボタンをクリックします。 

過去に作成した申請書（XML

データファイル）をご自身のパ
ソコンに保存されている方は、
こちらから読み込むことが可能
です。 

② 申請内容入力 

A-2.申請者情報入力画面へ 

A-1 申請事項の入力 

必要事項を入力し、「次ページ」ボタンをクリックします。 

まず、「A.無線局再免許申請書部分」の項目について入力します。 

1.申請事項 
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3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

A-2 申請者情報の入力 

② 申請内容入力 

必要事項を入力し、「次ページ」ボタンをクリックします。 

新規ユーザ情報登録時の情報が
自動入力されます。 

内容をよくご確認ください。 

法人又は団体の場合、代表者名
及び連絡責任者情報は必須項目
となります。 

A-3 代理人情報の入力 

代理人を介さず直接申請する場合は「使用しない」を選択します。 

「次ページ」ボタンをクリックし、A-4.申請詳細入力画面に進みます。 

2.申請者情報 

3.代理人情報 
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3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

A-4 申請詳細の入力 

② 申請内容入力 

「追加」ボタンをクリックすると、申請詳細の入力画面に進みます。 

4.申請詳細 

必要事項を入力します。 

「追加」ボタンをクリックし、識別信
号情報入力画面に進みます。 

必要事項を入力し、「OK」ボタンをク
リックします。 

A-4-a 識別信号情報の入力 
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前画面に戻りますので、「OK」ボタン
をクリックします。 

A-4.申請詳細入力画面に戻りますので、
「次ページ」ボタンをクリックします。 

現在の免許年月日（再免許以前）を
入力してください。 



3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

A-5 申請手数料の入力 

② 申請内容入力 

次は「事項書／工事設計書情報」の入力ですが、先に「申請手数料」の入力を行
い、A.無線局再免許申請書の入力を一旦終わらせます。 

「追加」ボタンをクリックすると、申請手数料情報入力画面に進みます。 

5.申請手数料 

必要事項を入力し、「OK」ボタンをク
リックします。 

事項書／工事設計書情報を先に
入力した場合、「自動設定」ボ
タンが表示されます。 

 

 

 

 

「自動設定」ボタンをクリック
すると、手数料が自動入力され
ます。 
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前画面に戻りますので、「次ページ」
ボタンをクリックします。 



3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

A-6 電波利用料の前納の申出事項その１の入力 

② 申請内容入力 

電波利用料の前納を申し出る場合は、「はい」を選択します。 

「はい」を選択すると、以下の項目が自動で入力されます。 

 

 

 

内容を確認し、「次ページ」ボタンをクリックします。 

• 区分 
• 無線局の種別 
• 免許の番号情報 

A-7 電波利用料の前納の申出事項その２の入力 

必要事項は自動で表示されますので、内容を確認し、「一時終了」ボタンを 

クリックします。 

「名前をつけて保存」で一度保存
することをお勧めします。 
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※前納しない場合は
そのまま進んでくだ
さい。 



3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

② 申請内容入力 

次に、「 B.無線局事項書部分」の項目について入力します。 

申請内容入力画面で、「事項書／工事設計書情報」リンクをクリックすると、
「A.無線局再免許申請書部分」で入力した内容が表内に表示されます。 

対象の行を選択すると、「訂正」ボタン及び「削除」ボタンが表示されますので、 

「訂正」ボタンをクリックし、申請理由等の入力画面に進みます。 

B-1 申請理由等の入力 

必要事項を入力し、「次ページ」ボタンをクリックします。 

1.申請理由等 

無線局再免許申請書に入力した内
容が自動で表示されます。 

B-2.申請者等入力画面へ 
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3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

B-2 申請者等の入力 

「申請者情報」ボタンをクリックすると、無線局再免許申請書部分で入力した 

内容が自動で入力されます。 

内容を確認し、「次ページ」をクリックします。 

② 申請内容入力 

B-③ 

2.申請者等 

B-3 目的等の入力 

再免許申請の場合、「目的等」の入力は省略可能です。 

「次ページ」ボタンをクリックします。 

3.目的等 

B-4.通信の相手方入力画面へ 
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3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

B-4 通信の相手方の入力 

② 申請内容入力 

4.通信の相手方 

再免許申請の場合、「通信の相手方」の入力は省略可能です。 

「次ページ」ボタンをクリックします。 

5.識別信号 

B-5 識別信号の入力 

無線局再免許申請書部分で入力した内容が自動で表示されます。 

内容を確認し、「次ページ」をクリックします。 

B-6.周波数等入力画面へ 
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3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

B-6 周波数等の入力 

② 申請内容入力 

6.周波数等 

周波数の区分を選択します。 

「追加」ボタンをクリックし、周波数情報入力画面に進みます。 

B-6-a 周波数情報の入力 

「電波の型式等情報」の「追加」ボタンをクリックします。 

B-6-a-ⅰ 電波の型式等情報の入力 

必要事項を入力し、「OK」ボタンを
クリックします。 
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3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

B-6-a 周波数情報の入力（つづき） 

「周波数情報」の「追加」ボタンをクリックします。 

次に、空中線電力のW数を入力します。条件等がある場合は入力し、「OK」ボタン
をクリックします。 

B-6-a-ⅱ 周波数情報の入力 

必要事項を入力し、「OK」ボタンを
クリックします。 

② 申請内容入力 

申請する空中線電力に方向等の条件
がある場合は、こちらに入力します。 

B-6.周波数等入力画面に戻ります。 

「次ページ」をクリックします。 

B-7.設置場所等入力画面へ 
31 

●●●● 

 ●●●●MHz 

申請する周波数に条件や附款がある
場合、それらによって入力方法が異
なりますので、その場合は、免許状
等をご確認の上、入力してください。 



3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

B-7 設置場所等の入力 

② 申請内容入力 

再免許申請の場合、「設置場所等」の入力は省略可能です。 

「次ページ」ボタンをクリックします。 

⑤識別信号 

B-8 備考の入力 

工事設計書省略等の記載事項があれば、入力します。 

B-9.添付資料入力画面へ 

7.設置場所等 

8.備考 

※再免許申請で工事設計書を省略
する場合は、以下の文言を備考欄
に入力します。 

 

（記載例） 

「工事設計書に変更がないため、
無線局免許手続規則第18条の2の
規定により、工事設計書の添付を
省略します。」 
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3. 電子申請手順 

3-2. 申請の新規作成 

B-9 添付資料の入力 

② 申請内容入力 

委任状等の添付資料がある場合は、「追加」ボタンをクリックし、添付資料を選
択します。 

ただし、再免許申請の場合は、添付資料は不要です。 

「次ページ」をクリックし、工事設計書入力画面に進みます。 

B-10 伝搬障害防止区域の指定の入力 

再免許申請の場合、「伝搬障害防止区域の指定」の入力は不要です。 

開設の際、伝搬障害防止区域の指
定を希望する場合は入力が必要で
す。 

次は「工事設計書の入力ですが、先に「伝搬障害防止区域の指定」の入力を行い、
「B.無線局事項書部分」の入力を一旦終わらせます。 

10.伝搬障害防止区域の指定 

「上書き保存」で一旦保存するこ
とをおすすめします。 
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種類 拡張子 上限サイズ 

PDFファイル pdf 5,000,000

バイト 

(約4.77MB) Word文書 doc 

Excel xls 

PowerPoint ppt 

一太郎 Jt*またはj*w 

テキスト txt 

画像ファイル tif,tiff,jpg,jpeg,png 

【添付可能なファイル形式と容量】 

工事設計書を省略する場合は、P.43に
進みます。 


